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参照条文 

 

○著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）（抄）（著作権法の一部を改正する法律（令

和３年法律第 52 号）による改正後のもの） 

（著作物の利用の許諾） 

第六十三条 （略） 

２～４ （略） 

５ 著作物の放送又は有線放送及び放送同時配信等について許諾（第一項の許

諾をいう。以下この項において同じ。）を行うことができる者が、特定放送事

業者等（放送事業者又は有線放送事業者のうち、放送同時配信等を業として行

い、又はその者と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が業として行う

放送同時配信等のために放送番組若しくは有線放送番組を供給しており、か

つ、その事実を周知するための措置として、文化庁長官が定める方法により、

放送同時配信等が行われている放送番組又は有線放送番組の名称、その放送

又は有線放送の時間帯その他の放送同時配信等の実施状況に関する情報とし

て文化庁長官が定める情報を公表しているものをいう。以下この項において

同じ。）に対し、当該特定放送事業者等の放送番組又は有線放送番組における

著作物の利用の許諾を行つた場合には、当該許諾に際して別段の意思表示を

した場合を除き、当該許諾には当該著作物の放送同時配信等（当該特定放送事

業者等と密接な関係を有する放送同時配信等事業者が当該放送番組又は有線

放送番組の供給を受けて行うものを含む。）の許諾を含むものと推定する。 

６ （略） 

 

参考 


